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公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

○
佐
賀
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
一
号
） 

１ 

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計

画
の
認
定
申
請
等
に
対
す
る
審
査
に
係
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表

第
一
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
二
号
） 

１ 

地
方
消
費
税
の
税
率
を
次
の
と
お
り
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
六
条
の
三
関

係
） 

 

(1) 

平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら 

六
三
分
の
一
七 

 

(2) 

平
成
二
七
年
一
〇
月
一
日
か
ら 

七
八
分
の
二
二 

２ 

引
上
げ
分
の
地
方
消
費
税
に
係
る
市
町
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
全
額
を
人
口
に
よ
り
按

分
し
て
交
付
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
六
条
の
一
一
関
係
） 

３ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
１
の

(2)
に
係
る
改
正
規
定
は
、
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

４ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
森
林
環
境
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
三
号
） 

１ 

個
人
及
び
法
人
の
県
民
税
の
均
等
割
の
税
率
の
特
例
を
五
年
間
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
） 

２ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

３ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
四
号
） 

１ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
端
末
設
備
の
販
売
又
は
貸
付
け
を
業
と

す
る
者
は
、
当
該
端
末
設
備
の
販
売
又
は
貸
付
け
を
行
う
場
合
に
は
、
青
少
年
有
害
情
報

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
又
は
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
に
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係
る
情
報
等
を
提
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
八
条

の
四
関
係
） 

２ 

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
は
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
接
続
役
務
契
約
の
締
結
又
は
媒
介
等
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
使
用
者
が
青
少
年
で
あ

る
場
合
に
は
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
の
提
供
を

受
け
る
こ
と
に
よ
り
青
少
年
が
青
少
年
有
害
情
報
を
閲
覧
す
る
等
の
機
会
が
生
じ
る
こ
と

等
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
、
及
び
そ
の
内
容
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

し
た
。
（
第
一
八
条
の
五
関
係
） 

３ 

保
護
者
は
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
契
約
の
締
結
を
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
当
該
契
約
に
係
る
携
帯
電
話
端
末
等
の
使
用
者
が
青
少
年
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、

青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い
理
由
等
を
記
載
し
た
書
面

を
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
し
た
。
（
第
一
八
条
の
五
関
係
） 

４ 

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
は
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ

リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
契
約
を
締
結
し

た
と
き
は
、
当
該
契
約
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
契
約
に
係
る
青
少
年
が
満
一
八
歳
に
達

す
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
な
い
理
由
等
を
記
載
し
た
書
面
又
は
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
係
る
電

磁
的
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
一
八
条
の
五
関
係
） 

５ 

知
事
は
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
が
２
又
は
４
の
規
定

に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供

事
業
者
等
に
対
し
、
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
八
条
の

六
関
係
） 

６ 

知
事
は
、
勧
告
を
受
け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
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す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
八
条
の
六
関
係
） 

７ 
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

８ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
五
号
） 

１ 

職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
一
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
職
業
訓
練
の

基
準
の
う
ち
、
普
通
課
程
及
び
短
期
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
に
係
る
基
準
を
定
め
る
こ
と

と
し
た
。
（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
） 

２ 

県
が
設
置
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
の
う
ち
無
料
と
す
る
も
の

を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
六
条
関
係
） 

３ 

県
が
設
置
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
普
通
職
業
訓
練
に
お
け
る
職
業
訓
練

指
導
員
の
資
格
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
七
条
関
係
） 

４ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

５ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
条
例
第
五
六
号
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
し
、
必

要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
） 

２ 

県
が
鳥
獣
保
護
区
等
に
設
置
す
る
標
識
の
寸
法
に
つ
い
て
は
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
で
定
め
る
寸
法
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
三
条
関
係
） 

３ 

手
数
料
の
徴
収
、
減
免
及
び
還
付
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
〜
第
六

条
関
係
） 

４ 

詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
手
数
料
の
徴
収
を
免
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
徴

収
を
免
れ
た
金
額
の
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
が
五
万
円
を

超
え
な
い
と
き
は
、
五
万
円
と
す
る
。
）
以
下
の
過
料
を
科
す
こ
と
と
し
た
。
（
第
七
条

関
係
） 
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５ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

６ 
佐
賀
県
手
数
料
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
み
つ
ば
ち
転
飼
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
七
号
） 

１ 

養
ほ
う
振
興
法
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

２ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

３ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
八
号
） 

１ 

公
営
住
宅
法
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
県
公
営
住
宅

及
び
共
同
施
設
の
整
備
基
準
は
、
公
営
住
宅
等
整
備
基
準
で
定
め
る
基
準
と
す
る
こ
と
と

し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
木
材
を
使
用
す
る
と
き
は
、
県
産
木
材
を
使
用
す
る
よ
う
努

め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
の
二
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
道
路
法
施
行
条
例
（
条
例
第
五
九
号
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
道
路
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
） 

２ 

法
第
三
〇
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
を
新
設
し
、
又
は
改
築
す
る
場
合
に
お

け
る
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
（
以
下
「
県
基
準
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
車
線
等
、

停
車
帯
及
び
自
転
車
歩
行
者
道
に
係
る
基
準
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条

〜
第
五
条
関
係
） 

３ 

２
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
県
基
準
は
、
道
路
構
造
令
で
定
め
る
基
準
と
す
る
こ
と
と

し
た
。
（
第
六
条
関
係
） 

４ 

法
第
四
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
条
例
で
定
め
る
案
内
標
識
及
び
警
戒
標
識
並

び
に
こ
れ
ら
に
附
置
さ
れ
る
補
助
標
識
（
こ
れ
ら
の
標
識
の
柱
の
部
分
を
除
く
。
）
の
寸

法
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
七
条
関
係
） 

５ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 
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６ 

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
お
い
て
も
引
き
続
き
県
基
準
の
う
ち
自
転
車
が
走
行

す
る
部
分
に
係
る
も
の
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。 


